
旧優生保護法被害最高裁判決を踏まえすべての被害者に対し全面的 

解決を求める意見書 

 

 ２０２４年（令和６年）７月３日、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法の規定は憲法

１３条及び１４条１項に違反するとし、国の責任を認めた。加えて除斥期間に関する１

９８９年（平成元年）の最高裁判所判例を変更し、原告らの損害賠償請求権の行使に対

して国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されないと

した。 

 違法な権利侵害の強制不妊手術の規定を国会が作り、内閣が執行した。その国の責任

を時の経過でもって免責することは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認するこ

とはできないとしたものである。加えて、大阪在住の聴覚障害のある夫婦が、旧優生保

護法に基づき不妊手術を強制的に受けさせられたとして国を訴え、本年１月２６日大阪

高等裁判所が国に賠償を命じる判決を出した裁判についても、７月４日、最高裁判所は

国の上告を受理しない旨の決定を出し、原告側勝訴判決が確定した。 

 今後は、国会及び内閣が、最高裁判所が示した判断を真摯に重く受け止め、早期に旧

優生保護法被害の全面解決に向けて、それぞれの責務を果たすべきである。 

 他方、旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者はおよそ２５，０００人と推定さ

れる。２０１９年（平成３１年）４月に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に

対する一時金の支給等に関する法律（一時金支給法）が成立したが、一時金の請求件数

は２０２４年６月２日現在１，３３１件、認定件数は２０２４年５月末現在１，１１０

件にとどまっている。 

 かかる請求状況から、障害特性から被害に気づいていなかったり、声を上げられなか

ったりした被害者がまだかなりいるものと思われる。また、被害者らの多くは、現在で

もなお、差別や偏見等を解消するための十分な措置が執られているとは言い難い社会情

勢の中で、申請の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な状況にあるこ

とが考えられる。 

 よって、国に対し、被害者に対して十分な情報や相談機会へのアクセスを保障するた

めの迅速かつ積極的な措置を講じることを求める。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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